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伯耆町が進める「保小中一貫教育」とは
子ども達の「15歳の出口」の姿を見通して  第一回

　みなさんは、最近の報道で「小中一貫教育」や「義務教育学校」といった言葉を目にされたり、耳にされたりしてはいないでしょう
か。戦後続いてきた６・３制の義務教育が、現在見直されようとしています。その背景には、「小１プロブレム」や「中１ギャップ」と言わ
れるような、校種が変わるときに見られる学校環境への不適応が増加していることが挙げられています。小学校だけが、あるいは
中学校だけが力を尽くしても、校種の壁を乗り越えることができない子ども達がふえていることへの対応策を考えるべき時期がき
ているのです。
　本町でも、教育振興基本計画をもとに、「地域とともにある学校づくりを基盤とした保小中連携・一貫教育」を目標のひとつとし
て、学校教育重点施策を展開してきました。そこには、学校教育が抱える課題への対応ということもありますが、それ以上に、一貫
した教育によって「確かな学力」の定着と「人間力」の育成を図りたいという思いがあります。今後、この紙面をとおして広く町民の
皆様に、本町が進める「保小中一貫教育」についてご理解をいただきたいと思います。

　３つのグラフをご覧いただくと、小６と中１で問題行動の明ら
かな段差があることに気づかれると思います。これがいわゆる

「中１ギャップ」といわれる問題です。従来、中学校に入学する
と真新しい制服に身をつつみ、気持ちを一新して学習や部活
動に取り組む生徒が大多数でした。ところが、思春期という年
齢特性もありますが、小学校と中学校の学校環境の違いに適
応できない生徒が増加しつつあることが指摘されています。そ
もそも小学校と中学校には、一般的に次のような環境の違い
があります。

　小学校と中学校のそれぞれの教育のあり方は子ども達の年齢特
性に配慮したものであり、長年の教育活動に基づいた効果的な積み
重ねがあります。小中それぞれの教育の良さを認めた上で、「中１
ギャップ」が突きつける課題は、子ども達にとって小学校から中学校
への急激な環境の変化をいかに緩和するかということです。
　「小中一貫教育」は、小中のつなぎ目の部分に目を向けていく教育
であり、小学校と中学校の教職員がお互いの環境の違いを理解した
上で、学習指導と生活指導の円滑な接続を図るための様々な手立て
を開発していく視点を取り入れるようにするものです。さらに、本町
の「保小中一貫教育」では、保育所と小学校の接続も視野に入れてい
ます。詳しくは、次回以降でお知らせします。
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出典：平成25年度「児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」（文部科学省）
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◇学級担任制（主に１人の担任が教える）
◇きめ細かく指導・グループ学習
◇単元テスト重視、意欲・関心・態度の重視
◇緩やかな生徒指導
◇部活動なし

◇教科担任制（複数の教科担当が教える）
◇板書が多い、スピードが速い、教師主導型
◇定期考査重視、知識・技能の重視
◇より厳しい生徒指導
◇部活動あり
◇他の小学校からの進学者との新たな人間関係
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精神障がい者家族相談ダイヤル

今年度も実施します！
「健康ポイント制度」

　家族による家族のための相談です。相談料は
無料で（通話料は別途かかります）、匿名でも相談
をお受けします。

実 施 日　毎月第１・３木曜日　１３：００～１６：００
電話番号　０９０－３８８０－３４９８
実 施 者　鳥取県精神障害者家族会連合会

　 「健康ポイント制度」を平成２７年度も継続実施します。
　町内にお住いの２０歳以上の方を対象に、町主催の健
診や健康づくり事業に参加された方にポイントを差し上
げ、１０ポイント貯まったら町関連施設などで使える５００
円相当の利用券と交換します。
　さらに、平成２７年度の新たな取り組みとして、年間

（1/1～12/31）１００ポイント【ポイントカード１０冊】を達
成された方に、プレミアムポイント達成証・副賞を贈呈し
ます。
　副賞は伯耆町特産品5,000円相当を予定しています。
  多数の方のポイント制度へのご参加お待ちしています。
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【問い合わせ先】 健康対策課　健康増進室　☎６８－５５３６

【問い合わせ先】 健康対策課　健康増進室　☎６８－５５３６【問い合わせ先】 教育委員会事務局　総務学事室　☎62-0927

【健康ポイント制度対象事業】【健康ポイント制度対象事業】

プール運動教室
受講生募集

①水中まめまめクラブ～歩行運動コース～
　健康づくりのために身体を動かしたい方、
プールで運動してみませんか。水中では膝や腰
の負担も少なく運動ができます。歩行運動を中
心に実施します。

と　き　４月～６月の毎週火曜日（全10回）
　　　　【第１回　４月２１日】毎回10：00～11：30

②水中まめまめクラブ～ダイエットコース～
　水中でエアロビクスダンスのような運動をす
ると、水の抵抗で消費エネルギーが大きくなり、
体脂肪を燃焼させる効果も大きくなります。今
年度は金曜日開催です。

と　き　４月～６月の毎週金曜日（全10回）
　　　　【第１回　４月１７日】毎回10：00～11：30

【問い合わせ・申込み先】
  健康対策課　健康増進室　☎68－5536

①②共通事項
と こ ろ　岸本温泉ゆうあいパル内プール
定　　員　各15名
参 加 料　各2,000円　※初回教室時に集金します。
(別途、プール利用料が教室1回につき310円必要です。)
申込期限　４月９日（木）
対 象 者　20歳以上で伯耆町在住の方
(持病のある方は、医師にご相談の上お申し込みください。)

ポイント制度参加の流れ

事業会場又は役場でポイントカードをもらい記名する

健診や健康づくり事業に参加してポイントを集める

10ポイント貯まったら役場で利用券と交換

町内施設やデマンドバスの支払いで利用券を使う
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